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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第103期
第1四半期
累計期間

第104期
第1四半期
累計期間

第103期

会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年6月30日

自 2022年4月 1日
至 2022年6月30日

自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日

売上高 (千円) 753,563 1,575,004 4,267,951

経常損失(△) (千円) △350,904 △35,539 △1,092,729

四半期(当期)純損失(△) (千円) △352,254 △38,693 △651,999

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ―

資本金 (千円) 1,568,916 100,000 100,000

発行済株式総数
普通株式 (株) 12,065,400 12,065,400 12,065,400

Ａ種優先株式 ― 1,000 1,000

純資産額 (千円) 352,062 993,540 1,052,316

総資産額 (千円) 16,516,691 16,230,607 16,342,215

1株当たり四半期(当期)純損失
(△)

(円) △29.20 △3.21 △55.70

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

1株当たり配当額
普通株式 (円) ― ― ―

Ａ種優先株式 ― ― 20,054.79

自己資本比率 (％) 2.1 6.1 6.4

(注) １．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

２．潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、1株当たり四半期(当期)純損失であり、また、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 【事業の内容】

当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　



― 3 ―

第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第1四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者

が提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している

主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありま

せん。

なお、当第１四半期累計期間における重要事象等は次のとおりであります。

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

重要事象等

当第1四半期累計期間において当社は、営業損失131百万円、四半期純損失38百万円を計上しました。前年同期に比

して業績は改善傾向にあるものの、新型コロナウイルス感染症に対する行動制限による影響により事業環境の不確実

性はいまだ存在しているため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在しております。ただし、

当社では、前事業年度の有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載した対応策を着実に実行していくことで、当面

の資金繰りに懸念はないと判断しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断してお

ります。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第1四半期累計期間における我が国経済は、急速な円安の進行や物価上昇による景気の下振れ懸念があったもの

の、新型コロナウイルス感染症に対する行動制限等が解除されたことなどから、持ち直しの動きがみられました。

しかしながらウクライナ情勢の長期化や中国での感染拡大による経済活動抑制などにより、原材料・エネルギー価

格の高騰や供給面での制約の影響により、先行きは不透明な状況が続いております。

京都のホテル業界におきましても、新型コロナウイルス感染症に対する行動制限の解除等により、観光や出張等

の増加や、飲食を伴う宴会の利用が増えつつあり、緩やかな回復傾向にあります。

当社では引き続き、ホテル従業員及び関連スタッフの新型コロナウイルス感染予防対策に徹底して取り組み、お

客様の安心安全を第一に、宿泊・飲食などの各ご利用に合わせたガイドラインを作成し、ご案内しております。イ

ンバウンドによる訪日外国人観光客数は回復に至らないものの、地元客を中心としたレストラン利用が順調に回復

傾向で推移しております。また、利用制限の影響を最も受けた食事を伴う宴会の制限等が解除となり、コロナ禍前

までには程遠いものの、宴会利用も堅調に回復基調に乗っております。

この結果、当第1四半期累計期間の業績は、売上高1,575百万円(前年同期比821百万円増)、営業損失131百万円(前

年同期は営業損失596百万円)、経常損失35百万円(前年同期は経常損失350百万円)、四半期純損失38百万円(前年同

期は四半期純損失352百万円)となりました。

ホテルの部門別営業概況は次のとおりです。

（宿泊部門）

ホテルオークラ京都では、団体客及び平日利用はまだまだ少ないものの、個人利用を中心に増加傾向が進んでお

ります。特に、週末や祝日においてはコロナ禍前に近い状況となりました。

からすま京都ホテルでは、訪日外国人観光客数の回復が遅れているものの、修学旅行や個人利用を中心に販売を

強化し、堅調に回復しております。

この結果、宿泊部門の売上高は525百万円(前年同期比348百万円増)となりました。

（宴会部門）

ホテルオークラ京都では、社会経済活動の回復等に伴い、祝賀会や懇親会等の会食を伴う宴会が増え、件数自体

はコロナ禍前と同水準まで回復いたしました。しかしながら現在でも感染防止等を考慮しており、従来に比べ少人

数での開催が多くなっております。

からすま京都ホテルでも、小規模なものが多いものの会食を伴う宴会の開催が増加しており、先の予約状況も堅

調に推移しております。

この結果、宴会部門の売上高は465百万円(前年同期比270百万円増)となりました。
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（レストラン部門）

ホテルオークラ京都では、コロナ禍前より席数の削減等による売上減少要因があるものの、一部のレストランの

売上はコロナ禍前を上回っており、また、テイクアウト販売の強化により、堅調に売上を伸ばしております。

からすま京都ホテルでも、中国料理レストランではランチ営業を中心に、単価アップの効果もあり、堅調に回復

しております。

この結果、レストラン部門の売上高は465百万円(前年同期比200百万円増)となりました。

（その他部門）

季節の旅やマンションコンシェルジュが堅調に推移しており、その他部門の売上高は118百万円(前年同期比2百万

円増)となりました。

部門別の売上高及び構成比等は、以下のとおりです。

区分

当第1四半期累計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年6月30日)

前年同期比
(％)

金額(千円) 構成比(％)

宿泊部門 525,813 33.4 196.3

宴会部門 465,624 29.6 138.1

レストラン部門 465,459 29.5 75.7

その他部門 118,107 7.5 2.2

合計 1,575,004 100.0 109.0

(財政状態)

当第1四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ111百万円減少し、16,230百万円となりました。

負債は、前事業年度末に比べ52百万円減少し、15,237百万円となりました。

純資産は、前事業年度末に比べ58百万円減少し、993百万円となり、自己資本比率は6.1％となりました。

なお、当社は引き続き厳しい経営環境が続くことが見込まれることから、当事業年度におきましても、必要不可

欠なメンテナンス工事を除く設備投資計画は計画せず、売上等の回復状況により新規設備投資は検討することとい

たしました。また、金融機関との良好な関係のもと、資金確保を確実に実行いたします。

(2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の

分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第1四半期累計期間において当社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について、重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

　普通株式 15,000,000

　Ａ種優先株式 1,000

計 15,000,000

(注)当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式15,000,000株、Ａ種優先株式1,000株であり、合計では

15,001,000株となりますが、発行可能株式総数は、15,000,000株とする旨定款に規定しております。

② 【発行済株式】

種類
第1四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2022年6月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年8月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,065,400 12,065,400
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株であり
ます。

Ａ種優先株式 1,000 1,000 ―
単元株式数は1株でありま
す。(注)

計 12,066,400 12,066,400 ― ―

(注) Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。

ⅰ 単元株式数は1株であります。

ⅱ 優先配当金

イ 優先配当金

ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に

記載又は記録されたＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して、当該基準日の最終の株主名簿

に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権

者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、Ａ種優先株式1株につき、前事業年度に係る期末

配当後の未払Ａ種優先配当金(もしあれば)の合計額に年率4.0％を乗じて算出した金額の配当金(以下

「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中

の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてＡ種優先株主又はＡ種優先登録株

式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控

除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、

当会社がＡ種優先株式を取得した場合、当該Ａ種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行う

ことを要しない。

ロ 累積条項

ある事業年度において、Ａ種優先株主等に対して支払う1株当たりの剰余金の額が、当該事業年度に係

るＡ種優先配当金額に達しないときは、その不足額(以下「未払Ａ種優先配当金」という。)は翌事業年

度以降に累積する。

ハ 非参加条項

当会社は、Ａ種優先株主等に対して、Ａ種優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当は行わない。

ニ 優先中間配当金

期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株主又は

Ａ種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。

ⅲ 残余財産の分配

残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主等に対して、普通株主等に先立って、Ａ種優先株式1株当たり、

基本償還価額相当額から、控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額および控除価額

相当額は、基本償還価額算式および控除価額算式における「償還請求日」を「残余財産分配日」(残余財

産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と、「償還請求前支払済優先配当金」を「解散前支払済優先

配当金」(残余財産分配日までの間に支払われたＡ種優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われたＡ

　



― 6 ―

種期中優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)を支払う。なお、解散前支

払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除

価額相当額を計算し、その合計額を基本償還価額相当額から控除する。

Ａ種優先株主等に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。

ⅳ 金銭を対価とする償還請求権

Ａ種優先株主は、いつでも、当会社に対し、会社法第461条第2項所定の分配可能額を取得の上限として、

Ａ種優先株式の全部または一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求することができる。当会社

は、かかる請求がなされた場合には、法令の定めに従い取得手続を行うものとし、請求のあったＡ種優先

株式の一部のみしか取得できないときは、比例按分、抽選その他取締役会の定める合理的な方法により取

得株式数を決定する。

ⅴ 金銭を対価とする取得条項

当社は、いつでも、当会社の取締役会決議に基づき別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来を

もって、Ａ種優先株式の全部または一部を、分配可能額を取得の上限として、金銭と引換えに取得するこ

とができる。Ａ種優先株式の一部を取得するときは、比例按分、抽選その他取締役会決議に基づき定める

合理的な方法による。Ａ種優先株式1株当たりの取得価額は、(3)に定める基本償還価額相当額から、控除

価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額および控除価額相当額は、基本償還価額算式お

よび控除価額算式における「償還請求日」を「強制償還日」と、「償還請求前支払済優先配当金」を「強

制償還前支払済優先配当金」(強制償還日までの間に支払われたＡ種優先配当金(強制償還日までの間に支

払われたＡ種期中優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)とする。

なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当

金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を基本強制償還価額相当額から控除する。

ⅵ 議決権

Ａ種優先株主は、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

ⅶ 株式の併合または分割等

法令に別段の定めがある場合を除き、Ａ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。Ａ種優先

株主には、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式または新株予約権の無償

割当てを行わない。
ⅷ 種類株主総会の決議

定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(千円)

資本金
残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2022年6月30日 ―
普通株式 12,065,400
Ａ種優先株式 1,000

― 100,000 ― 25,000

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日(2022年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

2022年6月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 Ａ種優先株式 1,000 ― (注)

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 200

―
権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 12,060,400 120,604 同上

単元未満株式 普通株式 4,800 ― ―

発行済株式総数 12,066,400 ― ―

総株主の議決権 ― 120,604 ―

(注)Ａ種優先株式の内容は、「(1)株式の総数等 ②発行済株式 (注)」に記載のとおりです。

② 【自己株式等】

2022年6月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式) 京都府京都市中京区河原町
通二条南入一之船入町537
番地の4

200 ― 200 0.00
株式会社京都ホテル

計 ― 200 ― 200 0.00

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (2007年内閣府令第63号)

に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2022年4月1日から2022年6月30日ま

で)及び第1四半期累計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、ひかり監査法人に

よる四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2022年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,226,599 2,289,858

売掛金 287,241 288,455

原材料及び貯蔵品 55,447 63,585

前払費用 44,397 30,568

その他 37,503 50,678

貸倒引当金 △174 △214

流動資産合計 2,651,015 2,722,931

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 8,253,000 8,097,793

構築物（純額） 17,482 16,898

機械装置及び運搬具（純額） 116,087 112,150

器具及び備品（純額） 220,046 209,413

土地 4,890,314 4,890,314

リース資産（純額） 54,308 45,886

有形固定資産合計 13,551,241 13,372,457

無形固定資産

ソフトウエア 9,374 8,419

リース資産 27,291 19,903

電話加入権 4,284 4,284

商標権 104 91

無形固定資産合計 41,054 32,699

投資その他の資産

投資有価証券 10,300 10,300

長期前払費用 20,375 19,028

前払年金費用 1,827 6,789

差入保証金 51,771 51,771

その他 14,630 14,630

投資その他の資産合計 98,904 102,519

固定資産合計 13,691,199 13,507,676

資産合計 16,342,215 16,230,607
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(単位：千円)

前事業年度
(2022年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 79,300 99,681

短期借入金 3,000,000 3,000,000

1年内返済予定の長期借入金 448,000 448,000

リース債務 102,888 93,374

未払金 452,379 445,772

未払費用 49,710 93,085

未払法人税等 5,092 1,247

前受金 65,354 53,917

預り金 51,296 63,254

前受収益 42,529 35,967

賞与引当金 29,520 -

その他 37,517 26,563

流動負債合計 4,363,589 4,360,863

固定負債

社債 2,000,000 2,000,000

長期借入金 8,064,000 8,064,000

リース債務 85,294 65,249

長期未払金 151,311 121,039

長期預り保証金 625,072 623,572

繰延税金負債 630 2,342

固定負債合計 10,926,309 10,876,203

負債合計 15,289,898 15,237,067

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金

資本準備金 25,000 25,000

その他資本剰余金 1,579,469 1,559,414

資本剰余金合計 1,604,469 1,584,414

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △651,999 △690,693

利益剰余金合計 △651,999 △690,693

自己株式 △152 △180

株主資本合計 1,052,316 993,540

純資産合計 1,052,316 993,540

負債純資産合計 16,342,215 16,230,607
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 753,563 1,575,004

売上原価 151,277 284,360

売上総利益 602,286 1,290,644

販売費及び一般管理費 1,199,071 1,422,197

営業損失（△） △596,784 △131,553

営業外収益

補助金収入 ※1 286,663 ※1 135,417

受取手数料 697 698

基地局設置手数料 852 852

受取保険金 278 193

その他 1,894 2,363

営業外収益合計 290,386 139,525

営業外費用

支払利息 41,329 39,878

支払手数料 2,394 2,412

その他 781 1,219

営業外費用合計 44,506 43,511

経常損失（△） △350,904 △35,539

特別損失

固定資産除却損 - 194

特別損失合計 - 194

税引前四半期純損失（△） △350,904 △35,733

法人税、住民税及び事業税 1,350 1,247

法人税等調整額 - 1,711

法人税等合計 1,350 2,959

四半期純損失（△） △352,254 △38,693
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【注記事項】

(四半期損益計算書関係)

※１ 補助金収入の内訳は次のとおりであります。

　 前第1四半期累計期間(自 2021年4月1日　至 2021年6月30日)

　 主に新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等であります。

　 当第1四半期累計期間(自 2022年4月1日　至 2022年6月30日)

主に新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等であります。

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間

に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第1四半期累計期間
(自 2021年4月 1日
至 2021年6月30日)

当第1四半期累計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年6月30日)

減価償却費 201,901千円 195,156千円

(株主資本等関係)

前第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

当第1四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年6月22日
定時株主総会

Ａ種優先株式 20,054 20,054.79 2022年3月31日 2022年6月23日 資本剰余金

２．基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

当社は、内外顧客の宿泊・料理飲食・宴会等を中心とするホテル経営及びホテル付随業務を事業内容としてお

ります。経営資源の配分の決定及び業績評価は当社全体で行っていること等から判断して、報告セグメントが単

一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。

当第1四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

当社は、内外顧客の宿泊・料理飲食・宴会等を中心とするホテル経営及びホテル付随業務を事業内容としてお

ります。経営資源の配分の決定及び業績評価は当社全体で行っていること等から判断して、報告セグメントが単

一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第１四半期累計期間（自 2021年4月1日 至 2021年6月30日）

(単位:千円)

宿泊部門 宴会部門
レストラン

部門
その他 合計

室料売上 157,403 49,892 1,633 - 208,929

料理売上 - 49,872 214,326 - 264,198

飲料売上 787 8,447 18,150 - 27,385

雑貨売上 839 33,536 8,352 2,109 45,018

その他 18,455 53,796 22,342 31,245 125,840

顧客との契約から生じる収益 177,486 195,545 264,986 33,354 671,373

その他の収益 - - - 82,190 82,190

外部顧客への売上高 177,486 195,545 264,986 115,545 753,563

当第１四半期累計期間（自 2022年4月1日 至 2022年6月30日）

(単位:千円)

宿泊部門 宴会部門
レストラン

部門
その他 合計

室料売上 468,661 83,195 3,378 - 555,236

料理売上 - 189,404 363,872 287 553,565

飲料売上 1,240 36,442 51,230 - 88,913

雑貨売上 4,097 75,069 7,268 5,784 92,220

その他 51,812 81,511 39,708 25,629 198,662

顧客との契約から生じる収益 525,813 465,624 465,459 31,701 1,488,598

その他の収益 - - - 86,406 86,406

外部顧客への売上高 525,813 465,624 465,459 118,107 1,575,004

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第1四半期累計期間
(自 2021年4月 1日
至 2021年6月30日)

当第1四半期累計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年6月30日)

1株当たり四半期純損失(△) △29円20銭 △3円21銭

(算定上の基礎)

四半期純損失(△) △352,254千円 △38,693千円

普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円

普通株式に係る四半期純損失(△) △352,254千円 △38,693千円

普通株式の期中平均株式数 12,065,199株 12,065,189株

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2022年8月12日

株式会社京都ホテル

取締役会 御中

ひかり監査法人

京都事務所

指定社員
業務執行社員

公認会計士 光田 周史

指定社員
業務執行社員

公認会計士 岩永 憲秀

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社京都ホテ

ルの2022年4月1日から2023年3月31日までの第104期事業年度の第1四半期会計期間(2022年4月1日から2022年6月30日ま

で)及び第1四半期累計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照

表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社京都ホテルの2022年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかっ

た。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性

が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認めら

れないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュ

ー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸

表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求めら

れている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況

により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基

準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じ

させる事項が認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １ 上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年8月12日

【会社名】 株式会社京都ホテル
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【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福永 法弘

【最高財務責任者の役職氏名】 該当なし
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【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
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１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長福永法弘は、当社の第104期第1四半期（自 2022年4月1日 至 2022年6月30日）の四半期報告

書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。

　


